
軽微な変更の確認方法について
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軽微な変更の取得方法（１）
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モデル建物法入力画面

計算結果

１ ２

３

計算結果（下部）



軽微な変更の取得方法（２）
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３
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貼りつける 赤字：変更後
緑字：変更前



軽微な変更用の確認シートの入手方法

4ページ（下部）

ここからダウンロード



軽微な変更用の確認シートの説明
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変更前の
軽微な変更用
パラメータ

（貼りつける）

変更後の
軽微な変更用
パラメータ

（貼りつける）



複数用途建築物における軽微な変更の取扱い
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・複数用途建築物では、有する用途の数だけ建物モデルを作成
し、複数用途集計機能で計算を実施します。

複数用途建築物では用途毎に計算モデル
（入力シート）を作成し、WEBプログラム
にまとめてアップロードすることで計算を
実施。

・軽微な変更においても、モデル毎に軽微な変更への適否を
確認する必要があります。



大規模非住宅建築物の基準引上げに係る軽微な変更の取扱い
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・2024年4月以降に省エネ基準適合性判定申請を行う大規模
非住宅建築物（2,000㎡以上）の基準が、用途に応じて
次のとおり引き上げられました。

・軽微な変更ルートBの適用の前提として、軽微な変更におけ
る変更前の建築物全体のBEI・BEIｍの値が、基準BEIの10％
以下であることが必要です。
大規模非住宅建築物の場合も同様で、次のように考えます。
（例）基準BEI＝0.75の場合：0.75×0.9＝0.675→0.67以下

であることが必要

用途 引上げ前の
省エネ基準[BEI]

現行省エネ基準
[BEI]

工場等 1.0 0.75

事務所等、学校等、ホテル等、百貨店等 1.0 0.80

病院等、飲食店等、集会所等 1.0 0.85
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